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生産緑地地区は、次のすべての指定要件に該当する市街化区域内にある一団の
農地について、市が都市計画の手続きを経て指定するものです。
○指定要件

(1) 公害や災害の防止や都市環境を守る役割を果たし、将来の公共施設用地とし
て適していること。

(2) ５００㎡以上の農地であること。
(3) 農業の継続が可能な条件を備えていること

１ 生産緑地地区とは

(1) 農地として管理することが義務付けられます。
(2) 農業用施設などを除き、建築物の新築などができなくなります。
(3) 固定資産税や都市計画税等の減税措置が受けられます。

２ 指定後の規制と優遇措置



① 買取り申出

３ 都市計画変更までの流れ

② 買取るまたは、
買取らない旨の通知

③ 買取らない場合、
農業従事者等への
あっせん依頼

④ 行為制限の解除

○ 買取り申出の要件
ア 生産緑地に指定されてから３０年経過したとき。
イ 農業の主たる従事者が死亡したとき。
ウ 障害などにより農業に従事することが不可能となったとき。

市の各部署や千葉県などに買取りの希望の有無を照会し、買取
り申出から１か月以内にその結果を申出者に通知します。

※ 買取る場合 ➡ 公共施設用地として活用

買取らない場合、他の農業従事者に取得のあっせんを行います。
※ 農業従事者が取得した場合 ➡ 引続き生産緑地として管理

買取り申出から３か月以内に他の農業従事者への所有権移転が
行われなかった場合、行為の制限（１ページの「２指定後の規制
と優遇措置」の(1) 、(2)）が解除されます。

⑤ 都市計画変更の手続きへ
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